
臨時閉庁のお知らせ 

 

 台風６号の接近に伴い、来庁者及び職員の安全確保の観点から、

以下のとおりハローワーク富士宮は窓口業務を停止し閉庁します。 

 

閉庁期間：令和８年６月３日（水）８：３０～１３：００ 

※１３：００以降、安全の確認ができ次第、開庁します。 

※庁舎や公共交通機関の状況によっては、終日の閉庁となる場合があります。終日の閉庁

となる場合には、静岡労働局のホームページでお知らせします。 

 https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/home.html 

お問合せ先：ハローワーク富士宮０５４４-２６-３１２８ 

 

以下の静岡労働局関連施設も同様に閉庁しています。 

閉庁する施設：静岡労働局、助成金センター 

       静岡県内の全ての労働基準監督署（駐在所を含む） 

       静岡県内の全ての公共職業安定所（ハローワーク）及び附属施設 

※県内ハローワークの附属施設 

▶ハローワークプラザ 

▶マザーズハローワーク（マザーズコーナーを含む） 

▶わかものハローワーク 

▶新卒応援ハローワーク 

▶ふるさとハローワーク（地域職業相談室） 

 

失業給付受給中の皆様へ 

〈台風６号接近による認定日の扱いについて〉 

・台風６号の接近に伴い、６月３日に「失業認定日」が設定されている方は、 翌日以降、すみや

かに（できれば、１週間程度を目途）受給資格者証と失業認定申告書を持って直接給付担当窓口へ

来所してください。 

ご不明な点がございましたら、各ハローワーク給付担当窓口までご連絡ください。 
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